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富山市体育文化センター省エネルギー化改修事業業務委託提案競技実施要項 

1.募集の趣旨 

富山市体育文化センター（以下「体育文化センター」という）は、昭和６２年に建設された施設であ

り、大会開催等による競技力向上のほか、市民の文化の向上、スポーツ振興及び健康増進の場として多

くの市民に利用されている。 
しかし、建設から３１年が経過し、空調・給湯設備をはじめとする、設備の老朽化が進行し、安定的

な施設運営へのリスクが高まっているところである。 
一方、本市では、ＳＤＧｓ(SustainableDevelopmentGoals)を推進しており、その一環として、低炭

素・エネルギーの有効利用等による環境価値の向上に取り組んでいる。 

そこで、体育文化センターにＥＳＣＯ（EnergyServiceCompany）事業を導入することにより、民間の

資金とノウハウを活用し、設備等の省エネルギー化改修を行い、施設利用環境の維持・向上、環境負荷

の低減、ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることとした。 
本事業では、民間事業者から、企画・設計・施工、事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関

する一括提案を受け、本市にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、提案の募集を行

うものである。 
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）は、本市と事業

契約の締結に向けた詳細協議を行い、合意に至った場合に本事業に係る事業契約を締結し、本事業を実

施するものとする。 
  
2.事業概要 

（１）事業の名称 

富山市体育文化センター省エネルギー化改修事業 

（２）履行場所 

  富山市友杉１０９７番地  富山市体育文化センター 

（３）改修対象設備 

  ・空調設備   ・給湯設備   ・照明設備   ・その他（提案による） 

（４）契約方式 

シェアード・セイビングス契約（民間資金活用型） 

（５）事業期間 

  契約締結日から平成４７年１月３１日まで 

  ＥＳＣＯサービス期間：平成３２年２月１日から平成４７年１月３１日まで 

（６）事業費限度額 

  ６０，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 

  ※事業費の総額は、国の補助金活用など有利な資金助成の活用を図ること。 

  ※税制度に変更があった場合は本市と協議を行うものとする。 

（７）事業内容 

  事業者は、現在の設置状況を踏まえ、本市と合意した内容で国等における温室効果ガス等の排出の

削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成十九年法律第五十六号）第５条第２項第３号に規定さ

れる省エネルギー改修事業（以下「ＥＳＣＯ事業」という。）として、自ら行った提案（以下「ＥＳ

ＣＯ提案」という。）を基に契約を締結する。ＥＳＣＯ事業の契約期間内においては、募集の趣旨の

目的達成のため整備する設備等（以下「ＥＳＣＯ設備」という。）を善良なる注意義務をもって、自

らの費用負担により以下の各種サービス（以下「ＥＳＣＯサービス」という。）を提供するものとす

る。 

  ア 現地調査 
  イ ＥＳＣＯ設備の企画・設計・施工・施工管理 
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  ウ 既存設備の撤去・リサイクル・廃棄処分 
  エ ＥＳＣＯ設備の維持管理・保証（修繕等） 
  オ 省エネルギー量の計測・検証 
  カ ＥＳＣＯサービス終了後のＥＳＣＯ設備の所有権の帰属に関する契約の履行 
 

3.事業者が行う業務の範囲 

事業者が行う業務の範囲は、次の通りとする。 

（１）現地調査 

  ＥＳＣＯ事業に必要な設備および各種情報の調査 
（２）ＥＳＣＯ設備の企画・設計・施工管理 
  ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、本事業のメリットを最大限に享受できる施 
    工計画の策定及び施工・施工管理の実施 
  イ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通に配慮した施工計画の策定 

及び施工・施工管理の実施 
  ウ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者の安全と作業負担に十分配慮した施

工計画の策定及び施工・施工管理の実施 
（３）既存設備の撤去・リサイクル・廃棄処分 
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工および施工管理の実施をすること。 

（４）ＥＳＣＯ設備の維持管理・保証（修繕等） 
  ア 事業者は、契約期間内に、自らの責任でＥＳＣＯ設備の運転管理及び維持管理を行うこと。ま

た、ＥＳＣＯ設備及び本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市は、善

良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うこと。 
  イ 事業者は、ＥＳＣＯ設備の修繕対応の実績をＥＳＣＯ事業期間中、毎年度報告すること。 
（５）省エネルギー量の計測・検証 
  ア 事業者は、提案により示した光熱費削減額および削減補償額が確実に守られていることを証明

するための適切な検証手法を本市に提示し、契約期間中において、ＥＳＣＯサービス導入によ

るコスト削減効果の検証を行うものとする。 
  イ 事業者は、前項の検証の結果を、毎年本市に報告し、本市は当該報告の内容を確認する。 
（６）ＥＳＣＯサービス終了後のＥＳＣＯ設備の所有権の帰属に関する契約の履行 
  ＥＳＣＯサービス終了後の事業者が設置したＥＳＣＯ設備は、本市に移転すること。 
（７）その他 
  事業実施については、市内業者を活用し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。ただ

し、予定の工期内に完了が見込めない事象が発生した場合には、本市と協議するものとする。 
 

4.契約者  

富山市 
 

5.優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール（予定） 

契約期間 １５年間とする 
優先交渉権者の決定 平成３１年３月 
補助金の申請 平成３１年６月予定（活用する補助金の種類による） 
契約の締結 平成３１年９月予定（活用する補助金の種類による） 
設計・工事期間 契約締結日～平成３２年１月３１ 日 
ＥＳＣＯサービス開始期日 平成３２年２月１日 
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6.応募条件 

6.1 応募者 

（１）応募者は、本事業の設備を所有する、本市に本店または支店を有する企業でありＥＳＣＯ事業を

行う能力を有する単独企業あるいは共同企業体とする。 
   なお、共同企業体での参加を希望する場合は、契約課にて平成３１年１月２３日までに共同企業

体の申請を行うこと。 
（２）共同企業体で応募する場合は、事業役割を担う代表者を１社選定するとともに、応募者の構成員

全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 
（３）応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこと。 
6.2 応募者の役割 

応募者は、次の役割を全て担い、共同企業体の場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。 
ア 事業役割：本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。 
イ 設計役割：設計に関する業務及び監理に関する業務を全て実施する。 
ウ 施工役割：施工に関する業務を全て実施する。 
エ その他役割：上記ア～ウ以外の維持管理、金融などに関する業務を各々実施する。 

6.3 応募者の資格 

応募者の資格要件は次のとおりとする。 
（１）応募者は、「11.ＥＳＣＯ提案時の提出書類」に示す提出書類により、本実施要綱の内容を十分に

遂行できると認められる者であること。 
（２）応募者は、富山市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。なお、共同企業体の場合も、

構成員は、富山市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 
（３）応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成で

きない場合には保証措置を講じることができる者であること。 
（４）応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる

者であること。 
（５）応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、契約及び本事業の実施、諸条件の変更等に

ついて柔軟な対応ができる者であること。 
（６）事業役割を担う応募者は、過去１０年以内に省エネルギー保証を行う省エネルギー改修工事、Ｅ

ＳＣＯ事業またはこれらに類する事業実績があり、経営等の状況が良好であること。事業役割を

担う応募者が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。 
（７）設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士（建設、電気・電子、機械、または

衛生工学）もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属

する者であること。 
（８）施工役割を担う応募者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により、

提案内容に該当する種類の工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者で

あること。なお、施工役割を担う事業者は、建設業法第２６条に基づき、監理技術者等を選任す

ること。 
（９）維持管理役割を担う応募者は、当該事業に従事する技術者

※

が２時間以内に対応できる体制があ

ること。 
※技術者の定義   ・一級建築士または建築設備士である者。 

             ・エネルギー管理士である者。 
6.4 応募者の制限 

本実施要綱公表の日から提案書提出日までの間において、次に掲げる要件のいずれか一つでも満た

さない者は、応募者及び応募者の構成員となることはできないものとする。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当していないこ 
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と。 
（２）富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止期間中の者でないこと。 
（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項もしくは第５項の規定による営業停止処

分を受けていないこと。 
（４）破産法（平成１６年法律第７５号）第３０条に基づく破産手続き開始の決定がなされていないこ

と。 
（５）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、

地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払いが不能となっていな

いこと。又は第三者の債権保全の請求が常態となっていないこと。 
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第４１条の規定に基づく更生手続開始の決定又は民事

再生法（平成１１年法律第２５５号)第３３条の規定に基づく再生手続開始の決定の事実がないこ

と。 
（７）会社法（平成１７年法律第８６号）第５１４条に基づく特別清算開始命令がなされていないこと。 
（８）本件プロポーザルに参加しようとする他の者との間に次に規定する資本関係又は人事関係のいず

れにも該当しないこと。 
  ア 親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ）と子会社（同法第２条第３

号に規定する子会社をいう。以下同じ）の関係にある場合（子会社が民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定による再生手続開始の決定又は会社更生法の規定による更生手続開始

の決定（イにおいて「民事再生法等の再生手続開始の決定」という）を受けた会社である場合

を除く） 
  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が民事再生法等の再生手続開

始の決定を受けた会社である場合を除く） 
  ウ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法の規

定による更生会社又は民事再生法の規定による再生手続中の会社である場合を除く） 
  エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人

を現に兼ねている場合。 
（９）最近１年間に国税、地方税の滞納をしていないこと。 
（10）過去において、以下の行為をしていないこと。 

ア  本市との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者。 
イ 本市が執行した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を妨害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者。 
ウ 本市と事業者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 
エ 本市の監督又は検査（地方自治法第２３４条の２第１項の規定によるもの）の実施に当たり職

員の執行を妨げた者。 
オ 本市との契約において正当な理由がなく契約を履行しなかった者。 

（11）次に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力行為の常習者又はそのおそれのある者で

ないこと。 
ア 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）(以下

「暴対法」という。)第２条第２号に規定する団体を指す。 
イ 暴力団員とは、暴力団の構成員（暴対法第２条第６号）を指す。 
ウ 暴力団準構成員とは、暴力団以外のものであって、暴力団の周辺にあり、これと交わりを持つ

以下のいずれかに該当する者 
① 暴力団の威力を背景に暴対法第２条第１項に規定する暴力的不法行為を行うおそれのある者 
② 暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持、運営に協力し、
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又は関与する者 
（12）応募資格に関する申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でない

こと。 
（13）不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若しくは妨げた者でない

こと。 
6.5 応募に関する留意事項 

（１）費用負担 
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出書類の取り扱い・著作権 
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。本市は

ＥＳＣＯ提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。なお、応

募者が事業者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとする。 
（３）特許権等 

ＥＳＣＯ提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国

の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事

材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとする。 
（４）本市からの提示資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、応募

にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
（５）１応募者の複数提案の禁止 

１応募者は、１つの提案しか行うことができない。 
（６）複数の応募者の構成員となることの禁止 

１応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 
（７）構成員の変更禁止 
  応募者の構成員の変更は認めない。 
（８）提出書類の変更禁止 

いったん提出した書類の変更はできない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、

かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。 
（９）虚偽の記載の禁止 

参加表明書またはＥＳＣＯ提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書またはＥＳＣＯ提案書を

無効とする。 
 

7.ＥＳＣＯ事業者選定の流れ 

7.1 応募者 

応募者は、「6. 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。 
7.2 応募資格要件の確認 

参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たす応募者に対し、提案書の提案を文書等で

要請する。 
なお、提案書の受付期限までに「6．応募条件」で定める応募資格要件を満たさないこととなった

場合は、提案書を提出することはできない。 
7.3 最優秀提案の選定 

富山市体育文化センター省エネルギー化改修事業提案審査委員会（以下「審査委員会」という）に

おいて、提案の中から最優秀提案を１件選定する。 
7.4 詳細協議 

最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書（最終提案）
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の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を進めるものとする。なお、こ

の際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし、費用は優先交渉権者の負担とする。 
7.5 事業者の選定 

本市は、優先交渉権者と契約に向けた詳細診断・事業スキームの構築に関する協議を行い、予算措

置を含めて協議が整った場合に契約を締結する。 
7.6 事務局 

本ＥＳＣＯ提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。 
窓口：富山市市民生活部スポーツ健康課 
住所：〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号 
電話：０７６－４４３－２１３９ 
電子メール：sports-01@city.toyama.lg.jp 

 

8.ＥＳＣＯ事業全体スケジュール（予定） 

8.1 日程 

ＥＳＣＯ提案の募集及び選定は、次の日程（予定）で行います。 
１ 実施要項の公表（富山市ＨＰに掲載） 平成３１年１月４日 
２ 実施要項等に関する質問受付 平成３１年１月４日 

～平成３１年１月１５日 
３ 質問に対する回答（富山市ＨＰに掲載） 平成３１年１月２２日 
４ 参加表明書及び資格確認書類の受付 平成３１年１月１５日～１月２３日 
５ 応募者資格確認結果、提案要請書等の送付 平成３１年１月３０日 
６ 現地調査 平成３１年２月４日 
７ ＥＳＣＯ提案書の受付 平成３１年２月４日～２月２２日 
８ プレゼンテーション 平成３１年２月下旬 
９ 最優秀提案の選出、結果通知 平成３１年３月上旬 
１０ 事業協定の締結 平成３１年３月 
１１ 補助金の申請 平成３１年６月予定（活用する補助金による） 
１２ 補助金の採択結果通知 平成３１年８月予定（活用する補助金による） 
１３ 契約の締結 平成３１年９月予定（活用する補助金による） 
１４ ＥＳＣＯ工事 契約締結日～平成３２年１月３１日 
１５ ＥＳＣＯサービス開始 平成３２年２月１日 
 
8.2 ＥＳＣＯ提案募集の手続き 

（１）実施要項・現地調査に関する質問 

本要項及び現地調査に関する質問は、次により行うものとする。 
ア 質問の方法 

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、質問書（様式第５号）により、Ｆ

ＡＸにより提出してください。提出後、必ず事務局へ到着を確認すること。なお、電話、口頭

による質問は受け付けない。 
イ 受付期間 

平成３０年１２月２５日（火）～平成３１年１月１５日（火）（午後５時必着） 
  ウ  回答 

回答は、平成３１年１月２２日（火）までに、本市のホームページで公表するものとし、口頭

による個別対応は行わない。なお、回答は本実施要綱と一体のものとして同等の効力を持つものとする。  
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（２）参加表明書及び提案資格確認書類の提出 
ア  受付期間 

平成３１年１月１５日（火）～１月２３日（水） 午後３時まで（必着） 
なお、受付箇所は「7.6 事務局」を確認ください。 

イ  提出書類 
次に掲げる提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイル

に綴じたものを２部（正１部、副１部）持参すること。 
① 参加表明書（様式第１号） 
② 共同企業体構成表（様式第２号の１）※共同企業体での参加の場合のみ 
③ 資本関係・人的関係に関する調書（様式第２号の２） 
④ 会社概要書（様式第３号） 
⑤ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（様式第４号の１） 
⑥ 役員等氏名一覧表（様式第４号の２） 
⑦ 商業登記簿謄本（構成企業も要提出） 

現に効力を有する部分の謄本で受付日前３か月以内に発行されたものを綴じたものとするこ

と。 
⑧ 納税証明書（構成企業も要提出） 

最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各１通ずつ綴じたものとし、

事務所が複数箇所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。 
⑨ 財務諸表等（構成企業も要提出） 

最新決算年度とその前年度の次に掲げる書類を綴じたもの。写しでも可とする。 
・貸借対照表 
・損益計算書 
・株主資本等変動計算書 

⑩ 設計技術者の資格証の写し 
設計役割を担当する企業が配置予定の設計技術者（一級建築士、建築設備士、技術士、エネル

ギー管理士、又はこれらに類する資格）の免許証（表・裏）の写しを提出すること。（１名以

上） 
⑪ 特定建設業の許可証明書の写し 

建設役割を担当する企業は、建設業法第３条第１項に規定する「特定建設業」、又はこれに類

する許可証明書の写しを提出すること。 
⑫ 監理技術者免許証の写し 

建設役割を担当する企業が配置予定の監理技術者の免許証（表・裏）の写しを提出すること。

（１名以上） 
⑬ 維持管理技術者の資格証の写し 

維持管理役割を担当する企業が配置予定の技術者（一級建築士、建築設備士及びエネルギー管

理士）の免許証（表・裏）の写しを提出すること。（１名以上） 
ウ 提案資格確認通知書及び提案要請書の送付 

提案資格確認通知書は、文書（郵送）で本市から参加者に通知する。なお、提案資格が確認さ

れた者については、次のとおり提案要請書及び「9. 配付資料」のうち（18）を代表者宛に郵送

する。 
・通知日         平成３１年１月３０日（水） 郵送 
・資料発送日   平成３１年１月３０日（水） 郵送 
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（３）現地調査 

提案要請書を送付された応募者は、次に示す現地調査へ参加してください。現地調査への参加をＥ

ＳＣＯ提案書提出の条件とする。詳細については、本市ホームページで公表する。 
また、現地調査の時間については、アのとおりとするが、調査時間については、別途案内するもの

とする。 
ア 現地調査日時 

平成３１年２月４日（月）午前９時３０分から午後３時まで ※終了しだい解散 
イ 場所 

富山市体育文化センター（富山市友杉１０９７番地） 
ウ 閲覧可能資料 

・施設概要 
・過去３年間の月別光熱水費（電気、ガス、水道）及び使用量 
・図面（建築工事、電気設備工事、機械設備工事等） 
・その他 
・運転管理上の図書類の閲覧は可能とするが、貸出及び複写の依頼等は一切受け付けない。 

（４）ＥＳＣＯ提案書の提出 

提案要請書を通知された参加者で、プロポーザルへの参加を承諾する者は、前記の現場調査に参加

後、｢11. ＥＳＣＯ提案時の提出書類・作成要領｣に従い、ＥＳＣＯ提案書を作成し、7.6 に記す事務

局へ持参し、提出すること。 
・ 受付期間 
平成３１年２月４日（月）～２月２２日（金）（受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで） 

（５）参加を辞退する場合 

提案要請書を交付された参加者で、プロポーザルへの参加を辞退する者は、提案書受付の締切日の

前日（必着）までに参加意思確認書（様式第６号）を１部、担当窓口に持参すること。なお、これを

理由に指名停止をするなど不利益な取り扱いはしない。 
 

9.配付資料 

（１）実施要綱 
（２）参加表明書（様式第１号） 

（３）共同企業体構成表（様式第２号の１） 

（４）資本関係・人的関係に関する調書（様式第２号の２） 

（５）会社概要表（様式第３号） 

（６）暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（様式第４号の１） 

（７）役員等氏名一覧表（様式第４号の２） 
（８）質問書（様式第５号） 
（９）参加意思確認書（様式第６号） 
（10）提案書表紙（様式第７号） 
（11）ＥＳＣＯ関連事業実績一覧表（様式第８号） 
（12）事業スケジュール（様式第９号） 
（13）提案総括表（様式第１０号の１～様式第１０号の３） 
（14）事業収支計画書（様式第１１号の１、第１１号の２） 
（15）維持管理等提案書（様式第１２号） 
（16）計測・検証計画書（様式第１３号） 
（17）契約終了後の対応（様式第１４号） 
（18）詳細検討用資料

※ 
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・過去３ヵ年の月別光熱水費（電気、ガス、上下水道） 
    ・図面（電気図面、設備図面） 

※提案要請書を通知した参加者のみに配布予定 
（１）～ （１７）については本市ホームページよりダウンロード可能。 
 
10.ＥＳＣＯ提案書における提示条件 

応募者は、以下に提示する条件に基づき、ＥＳＣＯ提案書を作成するものとする。 
10.1 最低省エネルギー率 

施設全体の省エネルギー率は、１５％以上であること。 
10.2 提案に関する事項 

（１）次の既設熱源設備及び付帯設備の更新及び撤去を必須とする。なお、更新の手法は応募者の提案

によるものとする。 
・蒸気吸収式冷凍機     冷却能力 ３１６ｋＷ 
・蒸気ボイラー       換算蒸発量１．５ｔ／ｈ 

・蒸気温水熱交換器     暖房能力 ２７９ｋＷ 

  ・上記設備の付帯設備  
（２）公的補助金等の積極的な活用を図ること。 
10.3 事業の遂行 

（１）平成３２年１月末日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等を完成させ、平成３２年２

月１日からＥＳＣＯサービスを提供できる提案とすること。 
（２）本実施要綱に示す業務を確実に行うこと。 
10.4 ベースライン及び削減保証額等の設定 

（１）ベースラインの設定 
応募者は、別添「ベースライン基本データ」の過去３年間のエネルギー使用量及び光熱水費の単純

平均値（以下「エネルギーベースライン」という。）を改修計画の基礎となる応募時ベースラインと

すること。 
（２）光熱水費削減額、削減予定額並びに削減保証額の設定 

ア 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱水費

削減額を算出するものとし、これを「光熱水費削減予定額」とする。なお、計算に用いる光熱

水費単価は、別添「ベースライン基本データ」の光熱水費単価とする。  
イ 応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「光熱水費削減保証額」を示すこ

と。また、光熱水費削減保証額は「光熱水費削減予定額」の８０％以上、かつＥＳＣＯサービ

ス料以上となるように設定すること。 
10.5 その他 

   この要項に定めることのほか、ＥＳＣＯ提案の募集等に実施あたって必要な事項が生じた場合に

は、応募者へ通知する。 

 

11.ＥＳＣＯ提案時の提出書類・作成要領 

（１）ＥＳＣＯ提案時の提出書類 
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じたも

のをＥＳＣＯ提案書として６部（本１部、副５部）提出すること。 
ア 参加意思確認書（様式第６号） 
イ 提案書表紙（様式第７号） 
ウ ＥＳＣＯ関連事業実績一覧表（様式第８号） 
エ 事業スケジュール（様式第９号） 
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オ 提案総括表（様式第１０号の１～様式第１０号の３） 
カ 事業収支計画書（様式第１１号の１、様式第１１号の２） 
キ 維持管理計画書（様式第１２号） 
ク 計測・検証計画書（様式第１３号） 
ケ 契約終了後の対応（様式第１４号） 

（２）作成要領 

  ア エネルギー量（原油換算）及びＣＯ２排出量の換算値 

    エネルギー量（原油換算）及びＣＯ２排出量の算出には以下の換算値で行うこと。 
エネルギー種別 エネルギー量（原油換算） ＣＯ２排出係数 
電気 0.257(kL/千 kWh) 0.574(t-CO2/千 kWh) 
都市ガス 1.16(kL/千 m3) 2.29(t-CO2/千 m3) 
   イ 消費税及び地方消費税額 
    各提案書類における消費税及び地方消費税額は、８％とすること。 
    ※税制度に変更があった場合は本市と協議を行うものとする。 
 

12.審査及び審査結果の通知 

12.1 審査 

審査委員会は、総合的にＥＳＣＯ提案書の審査を行う。 
（１）プレゼンテーション後、提案の中から最も適格とされる最優秀提案を１件選定する。 
（２）最優秀提案者をＥＳＣＯ事業契約に向けての優先交渉権者とする。 
12.2 評価事項 

審査項目 評価項目 

ＥＳＣＯ事業の

実施主体事業の

継続性 

資金調達計画に妥当性があり、信頼できる。 

国の助成制度等、有利な財源の活用について提案されている。 

過去１０年間にＥＳＣＯ事業またはこれに類する事業による実績を有している。 

事業実施スケジ

ュール 

工事施工、管理が施設の運営・業務に与える影響が少ない。 

工事施工において優れた品質管理と確実な工事・試運転調整等を実施できる。 

使用機器 

既存機器の更新について、公募要件以外にも省エネルギー・低コストが図られた提

案がされている。 

技術提案に具体性・妥当性があり、提案理由や根拠が明確になっている。 

空調システムについて、現行より機能面での向上、費用面での有益性が発揮されて

いる。 

照明機器について、ＬＥＤを使用し、調光機能がある等運営面での有効性を考慮し

ている。 

給湯機器について、エネルギーの高効率化を図っている。 

費用対効果 

市の費用削減予定額に対し、契約期間中のエスコ料の額が小さい。 

光熱水費削減額に対する削減保証額の割合が高い。（基準 80％以上） 

ＥＳＣＯサービス料に更新設備の保守が含まれている。（指定管理委託料の削減） 

環境に与える影

響 

施設全体の省エネルギー率が高い。（15％以上を満たしている） 

ＣＯ２排出量の削減効果が高い提案となっている。 

更新後の設備の

管理 

ＥＳＣＯ設備の維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当

性がある。 

サービス契約期間終了後の対応（維持管理等を含む）について有効な提案がある。 

地域経済対策 施工、保守、維持管理に地元業者を積極的に活用している。 
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12.3 審査結果の通知及び公表 

（１）審査結果は、文書で通知するものとする。 
（２）審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 
（３）審査結果は、本市のホームページで公表する。 
12.4 失格 
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出期限までに書類が提出されない場合 
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 
（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 
（４）本実施要綱に違反すると認められる場合 
（５）上記評価事項の内、次の重要な項目が満足されないこと 
   ア 指定された設備の改修工事提案がない場合 
   イ 提案に基づく工事施工及び運転管理方針が現状の運営・業務より負担が増えるものである場合 

ウ 提案による安全性・信頼性・災害時等の緊急時対応策が明確でない場合 
エ 工事費用の算出が妥当でない場合 
オ 設置場所等を含め、技術提案が明らかに具体性・妥当性を欠く場合 
カ 応募者の経営状況が不良の場合 

 

13.詳細設計及び施工に関する事項 

事業者は、契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類

を本市に提出するものとする。なお、提出方法等の詳細については別途定めることとする。 
13.1 詳細設計時 

設計にあたっては、本市と十分に協議してすること。 
（１）設計書類 

設計計算書、本市との打合せ記録、その他必要な書類 
（２）図面 

ア 空調関係図： 
図面リスト、配管系統図、ダクト系統図、各階平面図（配管・ダクト）、盤結線図、その他必

要な図面 
イ 衛生関係図：衛生関係の提案がある場合のみ提出すること。 

図面リスト、機器及び器具表、配管系統図、その他必要な図面 
ウ 電気関係図：電気関係の提案がある場合のみ提出すること。 

図面リスト、変電室等単線結線図及び平面図、電灯・動力幹線系統図、盤結線図、電灯・動力

平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表（または姿図）、動力平面図、その他必要な図

面 
エ その他、必要な図面 
オ なお、ア～エの図面の作成にあたっては、改修箇所を明示してください。 

 

13.2 施工時 

（１）施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市の工事担当者の

指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受

けて施工するものとする。 
（２）事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、施工監理を行うものとする。 
（３）事業者は、工事ごとの「標準仕様書」（最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「監

理指針」（最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準じた適正な施工を行うものとする。 



 12 / 18  

（４）本市は、定期的に事業者の施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応

じるものとする。 
（５）事業者は、本市が要請したときは、施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。また、現場

での施工状祝の確認を行うものとする。 
（６）施工中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うものとす

る。 
（７）施工完了時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けるものとする。 
（８）その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出するものとする。 

 

14.ＥＳＣＯ事業実施に関する事項 

14.1 事業資金計画等 

（１）事業者は、提案する省エネルギー改修に要する費用の全額を負担し、本市は、地方自治法第 214 
条に基づき債務負担行為を設定し、本事業に必要なＥＳＣＯサービス料を契約期間にわたり毎年

支払うものとする。 
（２）事業者は、省エネルギー改修に係る補助金の申請に関連する諸手続きを、本市と協議のうえ行う

ものとする。ただし、補助金が獲得できなかった場合については本市と協議するものとする。 

14.2 ベースライン及び削減保証額等の設定 

（１）ベースラインの設定 

事業者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、本市が提示する資料よ

りエネルギーベースラインを設定する。 
14.3 ＥＳＣＯサービス料の支払い等 

（１）支払方法 

ア 契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と事業者との協

議によるものとする。 
イ 事業者は、以下に示す条件に基づき適正にＥＳＣＯサービス料を算定して、指定された期日ま

でに本市に請求書を送付するものとする。 
ウ 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認し

たうえで、所定期日までにＥＳＣＯサービス料を支払う。 
エ 「実現した光熱水費削減額」が「光熱水費削減保証額」を下回る場合の当該年度分のＥＳＣＯ

サービス料は、「光熱水費削減保証額－実現した光熱水費削減額」をＥＳＣＯサービス料から

減じた額とする。 
オ 「光熱水費削減保証額－実現した光熱水費削減額」をＥＳＣＯサービス料から減じた額が０又

は負の場合となる場合は、当該年度のＥＳＣＯサービス料は０円とする。また、その場合のペ

ナルティについては、本市と事業者との協議によるものとする。 
カ 事業者の申し出を受け、エネルギーベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が

妥当と判断した場合は、上記の限りではない。 
キ 支払いは、本市の通常の方法によるものとする。 
ク  ＥＳＣＯサービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、事業者と協議のうえ、

契約書で定めるものとする。 
（２）ＥＳＣＯサービス料の総支払額 

ＥＳＣＯサービス料の総支払額は、契約期間中の以下に示す費用及び事業者の利益を加えた額とす

る。なお､提案から契約までの期間中に､物価等について著しい変動が発生した場合には､本市と事業

者が協議のうえ､額を見直すことができるものとする。 
また、毎年支払われるＥＳＣＯサービス料は、各年度にわたる均等払いとする。 
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ア 費用 
・詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書の作成及びその関連業務にかかる費用 
・省エネルギー改修工事及びその関連業務にかかる費用 
・ＥＳＣＯ設備の維持管理にかかる費用 
・計測・検証にかかる費用 
・契約にかかる経費（印紙代は事業者負担とする。） 
・租税 
・その他、本ＥＳＣＯ事業に伴う経費（必要な調査費用等） 

（３）光熱水費削減保証とエネルギーベースラインの調整方法 

ア 当該年度のエネルギー使用量が、外気温、稼働率、施設の使用方法等の変化（以下「エネルギ

ーベースライン変動要因」という。）によりエネルギーベースラインが変動する場合は、事業

者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調

整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができるものとする。 

イ エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定について

は、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。また、エネルギーベースラ

インの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。 
（４）ＥＳＣＯサービス料に係る債権の取り扱い 

ＥＳＣＯサービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない。ただし、あらかじめ本

市の承認を受けたときはこの限りではない。 
 

図. ＥＳＣＯサービス料の支払い方法 
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料の支払い 

「（１）支払方法 エ」の 
場合のＥＳＣＯサービ 
ス料の支払い 

「（１）支払方法 オ」の 
場合のＥＳＣＯサービ 
ス料の免除 

保証されたパフォーマンスが達成されな

かった場合の扱い 



 14 / 18  

14.4 運転及び維持管理に関する事項 

（１）運転管理指針の提示について 

事業者は、ＥＳＣＯ設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理指針（案）」を提案し、本市との

協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。事業者及び本市は、善良なる管理者の注

意義務をもって、その運転管理指針に則り、事業者及び本市が協力して運転管理を行うものとする。 
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運

転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うこ

とする。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができるもの

とする。 
（２）ＥＳＣＯ設備の維持管理について 

ア 事業者は、本市にＥＳＣＯ設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基

づいて、ＥＳＣＯ設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとする。 
イ 事業者は、ＥＳＣＯ設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければならない。本

市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置

を命ずる場合がある。 
ウ 事業者は、ＥＳＣＯサービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理

するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とする。 
（３）行政財産の使用許可手続について 

事業者は、必要に応じてＥＳＣＯ設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとする｡

ただし、使用料の支払いは免除するものとする。 
（４）保険について 

事業者は、ＥＳＣＯ設備について、自己の負担で保険に加入する。加入する種類、内容は本市と協

議のうえ定めるものとする。 
ただし、次の保険には加入することとする。 
・火災、落雷、水害等の天災、設備の爆発、電気的又は機械的事故及び偶発的な事故によるＥＳＣ

Ｏ設備の損害について補償する保険 

14.5 計測・検証に関する事項 

（１）事業者は、提案により示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び光熱水費削減保証が確実に守

られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、契約期間中において、

ＥＳＣＯ設備の計測・検証を行うものとする。 
（２）事業者は、計測・検証結果を毎年、本市に報告し、本市はそれを確認する。 
（３）事業者による計測・検証の報告に疑義がある場合、本市は、第三者に依頼して計測・検証を行う

ことができるものとする。この結果が事業者によるものと著しく乖離する場合、その費用は、事

業者が負担するものとする。 

14.6 包括的エネルギー管理計画書の作成 

事業者は、詳細診断終了後、前記の 14.1 から 14.5 に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計

画書（最終提案書）を作成するものとする。 

 

15.事業の実施に関する事項 

15.1 誠実な業務遂行義務 

（１）事業者は、包括的エネルギー管理計画書、実施要綱、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿っ

て、誠実に業務を遂行しなければならない。 
（２）業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市、ＥＳＣＯ事業者の両者で誠意をもって協議す

るものとする。 
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15.2 本市と事業者との責任分担 

（１）基本的考え方 

ＥＳＣＯ提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければならない。

ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事

業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができるものとする。 
（２）予想されるリスクと責任分担 

本市と事業者の責任分担は、原則として次表の｢予想されるリスクと責任分担｣によることとし、応

募者は負担すべきリスクを想定したうえでＥＳＣＯ提案を行うものとする。 
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。 

（３）事業の継続が困難となった場合における措置 

事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとする。 
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表 予想されるリスクと責任分担 
 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

市 事業

者 

共

通

 

実施要項の誤り 実施要項の記載事項に重大な誤りのあるもの ○  

効果保証の未達 ＥＳＣＯ提案の低減が達成できない場合  ○ 

安全性の確保 設計・施工・維持管理における安全性の確保  ○ 

環境の保全 設計・施工・維持管理における環境の保全  ○ 

制度の変更 法令・許認可・税制の変更 ○ ○ 

事業の中止・延期 本市の指示によるもの ○  

周辺住民等の反対による事業の中止・延期 ○ ○ 

施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの  ○ 

本市の不注意等による建設許可等の遅延による

もの 

○  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

計

画

・

設

計

段

階

 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響の

あるもののみを対象とする） 

○ ○ 

設計変更 本市の提示条件、指示の不備によるもの ○  

事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

応募コスト 応募コストの負担に関すること  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

予定した補助金等が確保できない場合 ○ ○ 

建

設

段

階

 

第三者賠償 調査・建設における第三者への損害賠償義務  ○ 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響の

あるもののみを対象とする） 

○ ○ 

用地確保 設置場所の確保 ○  

立ち入り許可 必要な場所への立ち入り許可 ○  

設計変更 本市の提示条件、指示の不備によるもの ○  

事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

工事遅延・未完工 本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの

遅延 

○  

事業者の責による工事遅延・未完工による引渡し

の遅延 

 ○ 

工事費増大 本市の指示・承諾による工事費の増大 ○  

事業者の指示・判断によるもの  ○ 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

一時的損害 引渡し前に工事目的物に関して生じた損害  ○ 

引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害  ○ 

支

払

等

 

金利の変動 金利の変動  ○ 

支払遅延・不能 本市の責による、支払に遅延・不能によるもの ○  

提供業務の不履行  ○ 

省エネルギー保証行為の不履行  ○ 
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維

持

管

理

関

連 

計画変更 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 ○  

事業者が必要と考える計画変更  ○ 

立ち入り許可 合理的な事由によらない場合であって、必要な施

設への立ち入り許可がおりない場合の事業未遂

行 

○  

維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費用の増大  ○ 

ＥＳＣＯ設備の損

傷 

本市の過失または本市の施設に起因する事業設

備の損傷 

○  

事業者の故意・過失の起因する事業設備の損傷  ○ 

公共施設の損傷 事業者の故意・過失または、事業設備に起因する

本市の施設・設備の損傷 

 ○ 

不可抗力以外のその他原因による本市の施設・設

備の損傷 

○ ○ 

不可抗力 ① 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、台風

等による洪水、高潮、土砂くずれ等の水害、

電気的または機械的事故等、偶然、外来、か

つ急激な事故により生じた損害 

 ○ 

② 地震、噴火及びこれらに起因する津波による

損害 

○  

③ 戦争、暴動、変乱による損害 ○  

その他①～③以外で、事業者の責によらない損害 ○  

計

測

・

検

証

 

設備の不良 設備が所定の性能を発揮しない場合  ○ 

計測・検証 計測・検証報告への疑義  ○ 

計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅延・

不能 

○  

光熱水費単価の変

動 

光熱水費単価の変動 ○  

エネルギーベース 

ラインの調整 

設備の使用状況、稼動率の顕著な変動や運転管理

方法の顕著な変更 

○  

上記以外の変動要因の場合 ○ ○ 

保

証

関

連 

性能 要求仕様不適合  ○ 

仕様不適合による施設、設備への損害、本市の施

設運営・業務への障害 

 ○ 

 

16.契約に関する事項 

16.1 契約締結時期 

平成３１年９月予定 （活用する補助金による） 
16.2 契約の概要 

本契約は、実施要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、協議が整った場合に締結するもので

あり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する業務内容や省エ

ネルギー保証量、支払方法等を定めるものとする。 
また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等につ

いて明記するものとする。 
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別添「ベースライン基本データ」   

 体育文化センターのベースライン基本データを下記に示す。 

（同一契約である能楽堂および公園の使用分についても含んでいる） 

 

1．エネルギー使用量 
年度 電力（kWh） 都市ガス（m3） 上下水道(m3) 
平成２７年度 370,668 22,455 906 
平成２８年度 380,628 23,477 917 
平成２９年度 380,460 23,187 944 
３ヵ年平均 377,252 23,040 922 
 
2．光熱水費単価（税込） 
電力（円/kWh） 都市ガス（円/㎥） 上下水道（円/㎥） 

23.5  151  428  
 
 
3．光熱水費（税込） 
年度 電力（千円） 都市ガス（千円） 上下水道(千円) 
平成２７年度 8,580 3,716 395 
平成２８年度 8,783 3,301 405 
平成２９年度 9,213 3,407 385 
３ヵ年平均 8,859 3,475 395 
 
 


